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挟
間
史
談
会
規
約

こ
の
会
は
県
内
各
地
の
地
方
史
研
究
者 、

研
究
団
体
と
連
絡
を
密
に
し
て 、

地
方
史
（
特
に
挟
間
に
関
す
る
歴
史）

研
究
会 、

講
演
会 、

実
地
調
査
等
の
開
催

こ
の
会
は
会
の
主
旨
に
賛
同
し 、

規
定
の
会
費
を
納
め
る
も
の
を
会
員
と

こ
の
会
は
毎
年
一

年
に
一

回
総
会
を
開
く 。

但
し 、

総
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る

幹
事
（
事
務
局
長）

会
計
監
査

世
話
人
会

会
計

世
話
人
若
干
名
（
会
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
事
項
を
事
前

一

名

一

名

3

委
員

若
干
名

2
 

一

名

会
長

一

名

こ
の
会
に
左
の
役
員
を
お
く

す
る

4

そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業

3

文
化
財
の
調
査
研
究
保
存

2
 

会
誌
（
挟
間
史
談
会
会
誌）

の
発
行

こ
の
会
は
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め 、

左
の
事
業
を
行
う

十

こ
の
規
約
は 、

平
成
十
五
年
四
月
二
十
日
よ
り 、

適
用
す
る

す
る

十
一

規
約
の
変
更
は
総
会
の
議
決
に
よ
っ

て
の
み
な
さ
れ
る

の
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

必
要
に
応
じ
て
臨
時

会
費
は
年
額
三
千
円
と
す
る

十

こ
の
会
の
経
費
は 、

会
費
お
よ
び
寄
付
金
等
に
よ
っ

て
ま
か
な
う 。

こ
の
会
の
事
務
局
を
当
分
の
間 、

会
長
の
定
め
る
所
に
置
く

る

こ
の
会
を
「
挟
間
史
談
会」

と
い
う

幹
事
は
総
会
に
よ
っ

て
会
員
中
よ
り
選
出
さ
れ 、

そ
の
任
期
は一
一

年
と
す

会
長
は
委
員
会
で
推
薦
し
て
総
会
の
承
認
を
求
め
る

に
相
談
す
る
）
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